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    ２０２３年の全国の最低賃金額改定表 

 

 

 

 

 

【１面】 

最賃直ちに１５００円以上に 
 １０･１ 最低賃金額改定 

 

 ８月 18 日に２０２３年度の都道府県ごとの最低

賃金額が出そろいました。 

千葉県は最賃１０２６円に 

 千葉県は従来の９８４円から 42円引きあがり、時

給１０２６円となりました。中央最低賃金審議会（厚

生労働省の諮問機関）から出された引き上げの目安

は 41円だったので、目安より引きあがった結果とな

りました。 

 千葉労連は最低賃金引き上げに向けて『最賃プロ

ジェクト会議』を初めて立ち上げ、例年以上に議論

を進めてきました。署名（全国一律最低賃金制度へ

の法改正を求める請願署名・千葉県の最低賃金をた

だちに時給１５００円以上にひきあげるとともに、

地域間格差の解消を求める要請書）やディーセント

ワークデー宣伝などの毎年の取り組みに加え、千葉

県商工団体連合会と千葉県中小企業家同友会との懇

談や、６月の県議会に向けての請願行動にも新たに

取り組みました。千葉県としては、初めて時給１０００円を超える結果となりましたが、隣接する東京

都の最低賃金額と 87円の格差や、最低限必要な１５００円にはまだまだ届いていない状況もあるので、

引き続き千葉労連として活動を前進させて行きます。 

 活動を前進させるために全労連では最低賃金法改正の４つのポイントを提起しています。 

 ①現行法での「地域別最低賃金」を「全国最低賃金」として全国一律額による最低賃金の制度に改め

ること②最低賃金額の決定を２要素として、「科学的な最低生計費調査に基づいた、労働者の生計費」と、

「その地域の労働者の生計費」と「事業支払い能力」のうち「事業支払い能力」は削除をすること③全

国最低賃金は、中央最低賃金審議会での調査審議を踏まえて決定することに改めると、地方最低賃金審
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  年金裁判要請行動報告集会の参加者 

議会は地域ごとの特定最低賃金（産業・業種別）の調査審議を役割とすることに改めること④全国最低

賃金の制度の中小企業における円滑な実施を図るため、中小企業に関する取引の適正化、財政上・税制

上及び金融上の支援措置、その他の必要な措置を講じなければならないことを、国に義務付けることを

定めること、の４つです。 

 日本の最低賃金は低すぎて生活ができず、国民生活の最低保障とは言えません。しかも地域別である

ことで、地域間格差が生じ、労働者の生活と経済に多大な格差が生まれています。 

地域差をなくし１５００円目指す 

 また、地域別最低賃金で地域差があることで、引き上げが抑制的にならざるを得ない構造があります。

したがって、何としても時給１５００円にさせるためには、まず全国一律制にさせないといけません。

目標は憲法 24条にうたう、すべての労働者・国民の健康で文化的な生活の保障ではありますが、せめて

国際水準並みにすることが緊急に必要になっています。 

 先日、最低賃金をめぐって岸田首相は「２０３０年半ばまでには時給１５００円にする」と表明して

いますが、10 年以上も先の話で看過出来ません。この間の我々のたたかいの成果は確実に出ています。

引き続き声を上げ、全国一律で最低賃金１５００円を目指し活動して行きましょう。 

 

若い人も高齢者も 

 安心の年金制度を 

  

 年金者組合は２０１５年「２０１３年から３年間で年

金を２・５％削減したのは違法、違憲」と提訴し、全国

で５０００人超の原告が地裁、高裁の不当判決を乗り越

え、現在最高裁でたたかっています。 

 10月３日、第６次最高裁要請行動が行われ、原告代表

と全労連・単産、社会保障団体も参加。千葉から社保協・

藤田事務局長、千葉労連・佐々木事務局員、全体で１０

４人が参加しました。宣伝行動、２班 28人の要請、報告

集会で、大法廷に回付し、統一的な憲法判断を求めると

強く訴えました。 

 年金裁判は、次のことをめざしています。 

 第１に、原告や年金受給者の暮らしを守ります。平均

受給額は国民年金で月５万円余、厚生年金でも女性の８

割は月 10万円以下です。低年金の現状に「削減は不当、暮らしを守れ」と法廷で訴え続けました。国は、

「（最後には）生活保護がある」とうそぶきます。 

 第２は「マクロ経済スライド」に反対し、廃止を求めます。従来の年金改定ルールは、１９７３年春

闘で労働組合が勝ち取った「物価スライド」で、物価変動に連動しました。ところがマクロ経済スライ

ドは、１００年後までの経済成長や賃金変動、寿命の伸びなどを反映し物価や賃金変動を下回ります。

今年４月改定も、物価上昇２・５％に対し年金改定１・９％、マクロ経済スライド制度廃止まで続きま

す。 

 第３は国に対し、２００兆円超の年金積立金を計画的に取り崩し、大企業や富裕層に負担能力に応じ

た税負担を求め、社会保障優先の政治へ転換をめざしています。日本国憲法や世界人権宣言が示す社会

の進歩に逆行し、高齢者の貧困を助長する社会政策や法律は認められません。 

 どうか年金を上げるために皆様のご支援をお願いします。  
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     新議長の抱負を語る 

  

岸田政権の増税が止まらず、国の

税収が３年連続で過去最高を更新

した。「最低賃金引上げ」を言って

いるが、社会保険料は上がるばか

りで、少しでも賃上げすると増税

しそうだ。若者の少子化問題は深刻だ。最近、マスコミや(Ⅹ）

旧ツイッターで目にする「増税メガネ」という言葉は、増税ば

かりする岸田首相につけられたあだ名だ▼最近の発言で「消費

税を下げたら買い控えが起きる」という話は意味がわからない。

選挙が近いのか、減税を言い始めたが、設備投資や企業向け政

策で庶民には減税すらする気がない。政権発足から２年間海外

でのバラマキで国民は増税ばっかり。次の選挙では、野党に落としてお灸を据えましょう。 

 

【２面】 

 

労働者守る権利と規制を 

 千葉労連寺田勝弘新議長 

  

この度、長年千葉労連の議長として尽力された本原康雄さ

んからバトンを受け継ぎ、議長に選出された寺田です。 

 私は、大学卒業後 39年間教師を続け、それとほぼ同じ年

月教職員組合に所属してきました。来年３月までは学校現

場で働き、４月以降専従として千葉労連の議長に専念する

ということになります。 

労働運動のあり方 

 さて「強い国家だから国民を守ることができる」と「一

人ひとりのしあわせが束になり国のしあわせがある」との

せめぎ合いの中で、「あらたな戦前」となる可能性が大きい

時代です。これはある研究者の言葉です。その中で労働運

動はどうあるべきかが問われています。 

 私自身は教職員組合運動と教育活動を両輪として、教育

を通じて、子どもの幸せ、そして平和でだれもが安心して

生きることの出来る社会を目指してきました。残年ながら、日本は経済的に豊かであるにも関わらず、

子どもに対して本当に冷たい政治が行われてきました。それを十分に変えることができずに忸怩たる思

いです。 

 けれども、今後は、千葉労連という一つ大きな枠組みの中で、その課題にも向き合っていきたいです。 

 先に、子どもに冷たい政治と書きましたが、国民、労働者に対しても同じことが言えます。「女性活躍」

「同一労働同一賃金」と一見耳障りのいい言葉は口にしますが、現実は財界本位、アメリカ言いなりの

政治がまかり通り、賃金を見ても正規と非正規、女性と男性、大企業と中小企業の格差は歴然としてい

ます。 

 欧米では、国民や労働者を守る権利や規制がしっかりしていて、要求実現のために時には数万単位の
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     平和を守る方法を学習 

デモやストが行われます。そして、それを多数の国民が支持することによって、その影響力を高めてい

ます。 

 日本においても格差是正、労働者の権利と国民生活を守る社会を実現するために、労働組合の組織化

や活性化は待ったなしの課題です。一足飛びには進まないとは思いますが、組合員個々が「自分ができ

て関われること」「自分が学び続けること」を追求し、励まし合い、連帯し合う組織づくりの先頭に立ち、

奮闘したいと思います。 

  

ちば労働学校 10 月から開催 

 ウクライナ危機の教訓 
  10 月８日、自治体福祉センター４階で『ちば労働学校』が、

千葉労連主催で、開催され、県内から 23人が参加しました。寺田

実行委員長は始めに「今年はコロナ感染症で開催されていなかっ

た、校外学習が数年ぶりに再開されました。グループ討論などで

信頼関係をつくり、学びは楽しい。受講生にそう思ってもらえる

ちば労働学校をしていきます」とあいさつしました。 

 第１回目は、日本平和委員会常任理事の川田氏からは、「ウクラ

イナ危機の教訓と日本」と題し、講座が行われました。「資源のな

い日本ではそもそも戦争が始まったら、逃げ場がありません。攻

めてきたらどうするではなく攻められないために対話をすすめる

ことが重要だと話しました。日本には戦争をしないしさせない憲

法９条があります。この理念を大事にし世界の平和のため未来に

向かいたい」と語ってくれました。 

 次に３グループに分かれ、約１時間のグループディスカッショ

ンをし、感想や意見交流を行いました。 

 受講生からは「戦争を集結させるには対話しかない」などの感想を出し合い、会は終了しました。 

       

       労働相談一ヶ月 

     便利さの陰に無権利労働 
Ｑ スポット派遣でアマゾンの配達をしています。派遣会社から突然契約書にサインを求められ、

サインをしないとシフトに入れないといわれました。そこで、辞めると言ったら１カ月前に申し出

ないとやめられないといわれました。入った時の面接では１日１４０個、日給１万２千円といわれ

ましたが、今は２００個近く配達させられ、猛暑の中、１日では配り切れない個数でへとへとです。

辞める方法はありませんか。 

Ａ 辞めることについては、派遣法に定められている契約書も渡さず、スポット派遣で仕事を適当

に指示していることなどが確認できることから、辞めると伝えるだけで退職できると伝えました。 

 アマゾンの配達業務と聞き労働実態を質問しました。急に契約書を提示した背景には、新聞で契

約書を渡さず働かされている指摘があったことがわかりました。また、派遣会社は、“シフト”と

いい、相談者は“スポット派遣”という用語の使い分けから、相談者をスポット派遣で働かせるこ

とは認められていないことを承知で働けせている作為を感じました。また、１４０個の話が、２０

０個も配達させられていることについては、労働の量や質は、法に制限規程がなく、労働契約書に
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明記する方法がとられているため、労働契約書を渡さずに働かせるという明確な意図が感じられま

した。電話をするとすぐに商品が届くという便利さの陰で、無権利状態で働いている労働者が多く

いることを再確認いたしました。 

 自分の身を守るためには、労働者自身が労働法を身に着けるか、労働組合に加入して権利を主張

するかが問われていることを痛感させられる相談でした。【中林】 


